
職 補 ― ２ ０ ５

令和７年６月３０日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１６―４（補償及び福祉事業の実施）の運用につい

て」の一部改正について（通知）

「人事院規則１６―４（補償及び福祉事業の実施）の運用について（平成１４

年６月２０日勤補―１８２）」の一部を下記のとおり改正したので、令和７年４

月１日以降は、これによってください。

なお、人事院規則１６―４（補償及び福祉事業の実施）第２２条の２に規定す

る旅行費支給申請書が同年６月３０日までに提出された場合においては、この通

知による改正前の別紙第２７の様式の規定は、なおその効力を有するものとしま

す。

記

別紙第２７を次のように改める。





以 上


